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第

十

五

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

基

金

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

四

年

二

月

十

七

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

基

金

条

例

 

 
（

設

置

）

 
第

一

条
 

江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

の

円

滑

な

管

理

運

営

等

を

図

る

こ

と

に

よ

り

、

も

っ

て

当

該

児

童

文

学

館

を

持

続

可

能

な

施

設

と

す

る

た

め

、

江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

基

金

（

以

下

「

基

金

」

と

い

う

。

）

を

設

置

す

る

。

 

 

（

基

金

に

属

す

る

財

産

）

 

第

二

条

 

基

金

に

属

す

る

財

産

は

、

前

条

の

設

置

目

的

の

た

め

の

寄

附

金

等

を

も

っ

て

充

て

る

。

 

 

（

基

金

の

管

理

）

 

第

三

条

 

基

金

に

属

す

る

現

金

は

、

金

融

機

関

へ

の

預

金

そ

の

他

最

も

確

実

か

つ

有

利

な

方

法

に

よ

り

保

管

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

基

金

に

属

す

る

現

金

は

、

必

要

に

応

じ

、

最

も

確

実

か

つ

有

利

な

有

価

証

券

に

代

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

（

収

益

）

 

第

四

条

 

基

金

の

運

用

か

ら

生

じ

る

収

益

は

、

第

一

条

に

定

め

る

設

置

目

的

の

経

費

に

充

て

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

処

分

）

 

第

五

条

 

基

金

は

、

第

一

条

に

定

め

る

設

置

目

的

の

た

め

に

必

要

な

場

合

は

、

そ

の

全

部

又

は

一

部

を

処

分

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

（

委

任

）
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第

六

条

 

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

区

長

が

定

め

る

。

 

  
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

 

江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

の

円

滑

な

管

理

運

営

等

を

図

る

こ

と

に

よ

り

、

当

該

児

童

文

学

館

を

持

続

可

能

な

施

設

と

す

る

た

め

、

江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

基

金

を

設

置

し

、

そ

の

管

理

に

つ

い

て

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 


